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衆
議
院
議
員
選
挙
区
画
定
審
議
会
設
置
法
（
平
成
六
年
法
律
第
三
号
）
第
二
条
及
び
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
衆
議

院
議
員
選
挙
区
画
定
審
議
会
は
、
国
勢
調
査
（
統
計
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
五
条
第
二
項
本
文
の
規
定
に
よ

り
十
年
ご
と
に
行
わ
れ
る
国
勢
調
査
に
限
る
。
）
の
結
果
に
よ
る
人
口
が
最
初
に
官
報
で
公
示
さ
れ
た
日
か
ら
一
年
以
内
に
、

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
区
の
改
定
案
を
作
成
し
て
内
閣
総
理
大
臣
に
勧
告
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
衆

議
院
議
員
選
挙
区
画
定
審
議
会
設
置
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
改
定
案
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
各
都
道
府
県

の
区
域
内
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
区
の
数
は
、
い
わ
ゆ
る
「
ア
ダ
ム
ズ
方
式
」
に
よ
り
計
算
し
た
数
と
す
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
。 

 

政
府
と
し
て
は
、
同
審
議
会
か
ら
当
該
改
定
案
の
勧
告
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
勧
告
に
基
づ
き
、
速
や
か
に
、
必
要
な
法

制
上
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
な
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。 


